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セーフティネット機能の発揮

　令和元年度は、東日本大震災の被災地域の本格復興
及び熊本地震や豪雨災害の被災地域の復興等に向けた
対応に加え、経営環境の変化による影響により厳しい状
況にある中小企業者の皆さまに対して、円滑な資金供給
を行いました。
　令和元年度の「セーフティネット貸付（震災セーフティネッ
トを含む）」の融資実績は、3,701件（前年度比55.5%）、経
済危機前（平成19年度）との比較では、件数で34.7%と
なっており、経済危機前を下回る水準となりました。

　新型コロナウイルス感染症に関連する融資
の決定実績は、令和2年9月末までの累計で
33,974件、3兆4,505億円となりました。昨
年度の事業資金の融資件数（19,521件）、融
資金額（1兆1,474億円）を大きく上回ってい
ます。

セーフティネット貸付の融資実績

新型コロナウイルス感染症関連の融資実績

経営環境や金融環境の変化などに対応し、中小企業者の皆さまの資金繰りを支援しています。

　当事業では、地震、大雨、暴風雪などの災害の発生、大型の企業倒産など不測の事態が発生した場合、直ちに特別相談窓
口を設置し、影響を受けた中小企業者の皆さまからの融資や返済条件の緩和などのご相談に迅速に対応しています。

◦特別相談窓口を設置し、中小企業者の皆さまのご相談に迅速に対応しています。

現在設置中の特別相談窓口（令和2年4月末現在）

窓口数 主な窓口名 設置年月

災害関連 7

東日本大震災に関する特別相談窓口 平成23年3月

平成28年熊本地震による災害に関する特別相談窓口 平成28年4月

平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に関す
る特別相談窓口 平成30年7月

令和元年台風第19号に伴う災害に関する特別相談窓口 令和元年10月

そ の 他 1 新型コロナウイルスに関する特別相談窓口 令和2年2月
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セーフティネット貸付の概要

資金名 ご利用いただける方（概要） 融資限度額 融資期間

経営環境変化対応資金 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的
に売上の減少等業況悪化をきたしている方 7億2千万円

運転資金8年以内
設備資金15年以内

金融環境変化対応資金 金融機関との取引状況の変化により、資金繰りに困難
をきたしている方 3億円（別枠）

取引企業倒産対応資金 関連企業の倒産により経営に困難をきたしている方 1億5千万円（別枠） 運転資金8年以内

政策性の発揮

新型コロナウイルス感染症関連の融資実績
（件） （億円）
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災害復興支援
災害による被害を受けた中小企業者の皆さまの復旧・事業再開に向け、資金繰りなどの支援をしています。

　中小企業事業では、地震や台風などの自然災害により被害を受けた中小企業者の皆さまへの対応として、特別相談窓口を
開設するとともに、災害復旧貸付を実施し、復旧・事業再開に向けた支援を行っています。

災害復興支援の融資実績

主な災害復興支援の貸付状況（令和2年3月末までの累計）
発生時期

災害名 主な被災地
貸付実績

年 月 件数 金額（億円）
平成7 1 阪神・淡路大震災 大阪府、兵庫県 3,906 1,748
平成16 10 中越地震 新潟県 135 37
平成23 3 東日本大震災 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 26,357 17,858
平成28 4 熊本地震（注） 熊本県、大分県 911 514
平成30 5〜7 平成30年7月豪雨 岡山県、広島県、愛媛県 77 37
平成30 9 北海道胆振東部地震 北海道 14 3

令和元年 10 令和元年台風第19号、第20号、
第21号

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 99 68

（注）熊本地震の実績には、災害復旧貸付（熊本地震関連）実績を含む。

新型コロナウイルス感染症特別貸付
　中小企業者の皆さま向けの融資制度「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を令和２年３月17日から実施しています。
　本融資制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に業況悪化をきたしている方を支援するための貸付制度です。

利用対象者 融資限度額 融資期間（うち据置期間） 融資利率
新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、次のいずれにも当てはまる方
(1)　最近１ヵ月の売上高が前年又は

前々年同期に比し５％以上減少して
いること又はこれと同様の状況に
あること

(2)　中長期的にみて、業況が回復し、
かつ、発展することが見込まれること

６億円（別枠） 設備資金20年以内（５年以内）
運転資金15年以内（５年以内）

　基準利率
　ただし、２億円を限度として融資後３年目までは基準利率 

−0.9％、４年目以降は基準利率

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付
　中小企業者の皆さま向けの融資制度「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」を令和２年８月３日から実施し
ています。
　本融資制度は、新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支援を受けて事業
の発展・継続を図る方に対し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する貸付制度です。

利用対象者 融資限度額 融資期間（うち据置期間） 融資利率
新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた方。ただし、次のいずれかに
当てはまる方に限る。
(1)　J-Startupプログラムに選定さ

れた方又は独立行政法人中小企
業基盤整備機構が出資する投資
事業有限責任組合から出資を受け
て事業の成長を図る方

(2)　中小企業再生支援協議会の関
与のもとで事業の再生を行う方

(3)　上記(1)及び(2)に該当しない方
であって、事業計画書を策定し、
民間金融機関等による支援を受け
られる等の支援体制が構築され
ている方

７億２千万円（別枠） ５年１ヵ月、10年、20年のい
ずれか（期限一括償還）

ご融資後３年間は0.50％。ご融資後３年経過後は、毎年直近決
算の業績に応じて、次の２区分の利率が適用されます。

税引後
当期純利益額

期間５年１ヵ月
期間10年 期間20年

０円以上 2.60％ 2.95％
０円未満 0.50％ 0.50％
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新たな事業への取組み支援
ベンチャービジネスなど、新たな事業への取組みを積極的に支援しています。

　中小企業事業は、ベンチャー企業など、高い成長性が見込
まれる新事業に取り組む中小企業者の皆さまを支援する特別
貸付「新事業育成資金」に積極的に取り組んでおり、現行の制
度がスタート（平成12年2月）してからの累計実績は14,214
先・6,771億円にのぼっています（令和2年3月末時点）。

　中小企業事業は全国31拠点に「新事業・ベンチャー推進担当」を設置しています。地域金融機関やベンチャーキャピタルなどの
外部機関との連携を強化することで、地域で新事業に取り組む中小企業者の皆さまへの支援を積極的に推進していきます。

新事業育成資金の融資実績

地域での新たな事業への取組みを支援

　資本性ローン（制度名：「挑戦支援資本強化特例制度」）は、
新事業等に取り組む中小企業の財務体質の強化を図るため
に資本性資金を供給する制度で、平成20年４月より取扱いを
開始したものです。
　本特例制度は、無担保・無保証人、融資期間5年1ヵ月、7年、
10年又は15年の期限一括償還型で、融資後１年ごとに業績
に応じた利率が適用されるほか、本特例による債務の一部は、
金融検査上自己資本とみなすことができます。

　「新事業育成資金」には、株式公開を目指すベンチャー企業
などを対象として、企業が新たに発行する新株予約権を中小
企業事業が取得することにより無担保資金を供給する「新株
予約権付融資」があります。

◦資本性ローンの利用状況

◦新株予約権付融資の利用状況

資本性ローンを適用し、液晶調光フィルムの販路拡大に取り組むベンチャー企業を支援

　大分支店中小企業事業は、液晶調光フィルムの開発・製造
販売を手掛ける九州ナノテック光学株式会社に対して、「新事
業育成資金」を活用した融資を実施しました。
　本件は、地域金融機関である大分銀行及び大分県信用組合
とともに融資による支援を行ったもので、日本公庫は資金繰り
安定化と資本増強効果のある「資本性ローン」を融資しました。
　液晶調光フィルムとは、電源のオン／オフで通過する光をコ
ントロールして透明／白濁状態を瞬時に切り替え、遮光・ＵＶ
カットを実現するものです。一般的には電源オフ時が「白濁」、
オン時が「透明」な状態となりますが、同社は、独自に研究を

積み重ねた結果、電源オフ時が「透明」、オン時が「白濁」する
新タイプ「リバースモード」の開発に成功しました。
　本技術を活用した製品は、耐熱性、応答性等についても高
い性能を有していることに加えて、安全性の観点から、モビリ
ティ（自動車、鉄道、航空機等）用途等での採用拡大が期待さ
れています。
　平成31年２月には、豊田通商株式会社が同社に出資を行い、
本技術の実用化を支援しています。その他にも、国内外から
様々な引き合いがあり、今後、大分発の本技術のグローバル
展開も期待されています。

リバースモードを活用した製品例
（左：電源オフ時、右：電源オン時）

九州ナノテック光学株式会社

出資・実用化支援
融資（資本性ローン）

日本政策金融公庫

社債引受
ベンチャーキャピタル
大分ベンチャーキャピタル

大手事業会社
豊田通商

融資
地域金融機関

大分銀行、大分県信用組合

資本性ローン（新事業型）

年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

融資先数 234先 178先 159先

金額 190億円 136億円 176億円

新事業育成資金

年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

融資先数 1,318先 1,310先 1,319先

金額 620億円 628億円 634億円

新事業育成資金のうち、新株予約権付融資

年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

融資先数 33先 32先 31先

金額 5.7億円 15億円 30.4億円
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海外展開企業への支援
海外展開への取組みを支援

　令和元年度の「海外展開・事業再編資金」の融資実績は
619先、417億円となっており、多くの中小企業者の皆さま
にご利用いただいています。

　令和元年度のスタンドバイ・クレジット制度の利用実績は、
タイ、中国、韓国、フィリピン、インドネシア、マレーシア、
ベトナム、香港、メキシコ、シンガポール及び台湾の金融機
関に対して信用状を発行し、106先となりました。

◦「海外展開・事業再編資金」の利用状況

◦スタンドバイ・クレジット制度の利用状況

　中小企業事業では、6,952先のお取引先現地法人等が海
外で活躍しており、中小企業者の皆さまの海外展開を支援す
る海外展開・事業再編資金、スタンドバイ・クレジット制度に
よる資金調達支援に取り組んでいます。また海外展開してい
るお取引先の多い全国30拠点に「海外展開支援推進担当」を
設置するなどサポート体制を構築しています。

中小企業事業のお取引先現地法人等の先数
（令和2年3月末）

中国
（香港含む）
2,717先
（39％）

 ASEAN
2,482先
（36％）

その他
1,190先
（17％）

6,952先
（100％）

アメリカ
563先（8％）

海外展開関連制度の実績推移
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海外展開・事業再編資金
スタンドバイ・クレジット制度

フィリピンへの進出を外貨貸付（米ドル）で支援
　青森支店中小企業事業は、株式会社
佐々木鉄工ベンディングに対して「海外
展開・事業再編資金（外貨貸付）」を適
用して、フィリピン現地法人の運転資
金26万米ドル（29百万円相当）の融資
を実施しました。
　同社は金属加工業者で、大型品の加
工と溶接・塗装を含めた一貫生産を得
意としています。フィリピン進出にあ
たって、現地法人の土地、建物等の設
備資金を青森銀行より円建てで、操業
開始後の運転資金を、為替リスクヘッ
ジの観点から、日本公庫青森支店より
米ドル建てで調達しました。

海外展開関連制度の実績

青森銀行 日本公庫株式会社
佐々木鉄工ベンディング

設備資金 運転資金

（日本円） （米ドル）
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スタンドバイ・クレジット制度について
　スタンドバイ・クレジット制度は、中小企業者の海外現地法人等が、日本公庫の提携金融機関から現地流通通貨建て長期資
金の借入を行う際、その債務を保証するために日本公庫がスタンドバイ・クレジット（信用状）を発行することで、海外での円
滑な資金調達を支援するものです。提携金融機関はアジアを中心に、令和2年3月末時点で15行となっています。

スタンドバイ・クレジット制度のスキーム図

日本 海外

日本公庫

お客さま
（親会社）

海外現地法人等
（子会社）

地域金融機関

地域金融機関と連携したスキーム

信用状の
発行依頼

債務保証

信用状の
発行依頼

信用状の発行
提携金融機関

現地流通
通貨建て融資 融資申込

国内地域金融機関との業務連携
　中小企業事業では、より多くの中小
企業者の皆さまにスタンドバイ・クレ
ジット制度を利用いただけるよう、平
成25年度から全国各地の地域金融機
関と連携したスキームを構築していま
す。当該連携スキームにより、中小企
業者の皆さまにとっては、日常取引の
ある地域金融機関を窓口に手続きが
でき、また地域金融機関にとっては日
本公庫の海外ネットワークを制度イン
フラとして活用できるといったメリット
があります。
　令和2年3月末時点で、全国61の地
域金融機関と連携しており、制度開始
以降延べ40先に対して、本連携スキー
ムによる信用状を発行しました。

韓国：ＫＢ國民銀行

台湾：合作金庫銀行

メキシコ：バノルテ銀行

中国：山口銀行 中国：名古屋銀行

中国：横浜銀行

中国：平安銀行

インド：インドステイト銀行

タイ：バンコック銀行

ベトナム：ベト・イン・バンク

フィリピン：メトロポリタン銀行

ベトナム：HDバンク

インドネシア：バンクネガラインドネシア

マレーシア：CIMB銀行

シンガポール：ユナイテッド・オーバーシーズ銀行

提携金融機関（令和2年3月末現在）

業務連携を行っている地域金融機関（令和2年3月末現在、掲載は五十音順）

タイにおける事業拡大をスタンドバイ・クレジット制度で支援
　プロニクス株式会社は精密部品等のプラスチック成型加工業者で、取引先の
海外進出に対応するため、タイ及びベトナムに現地法人を設立し、取引先現地
法人等、現地日系企業を中心に低コストかつ高品質の製品を供給しています。
　タイ法人では、当初の金型製造に加え、射出成型機を導入してプラスチック
成型加工業務に事業を拡大、製品の多様化を図っています。
　中小企業事業はスタンドバイ・クレジット制度の連携スキームにより、京都信
用金庫と連携してバンコック銀行に対し信用状を発行し、タイ法人のタイバー
ツでの資金調達を支援しました。

・愛知銀行
・阿波銀行
・伊予銀行
・愛媛銀行
・遠州信用金庫
・大分銀行
・大垣西濃信用金庫
・大阪シティ信用金庫
・大阪信用金庫
・香川銀行
・関西みらい銀行
・北伊勢上野信用金庫
・北日本銀行
・岐阜信用金庫
・紀陽銀行
・京都信用金庫

・京都中央信用金庫
・きらぼし銀行
・桑名三重信用金庫
・西京銀行
・佐賀銀行
・三条信用金庫
・しずおか焼津信用金庫
・島田掛川信用金庫
・島根銀行
・十八銀行
・静清信用金庫
・瀬戸信用金庫
・大光銀行
・第三銀行
・第四銀行
・但馬銀行

・中京銀行
・筑波銀行
・東濃信用金庫
・東和銀行
・徳島大正銀行
・栃木銀行
・鳥取銀行
・トマト銀行
・富山信用金庫
・長野銀行
・長野県信用組合
・長野信用金庫
・名古屋銀行
・沼津信用金庫
・姫路信用金庫
・百十四銀行

・福井銀行
・福井信用金庫
・福岡銀行
・福島銀行
・富士信用金庫
・富士宮信用金庫
・碧海信用金庫
・北越銀行
・三島信用金庫
・みなと銀行
・山形銀行
・横浜銀行
・横浜信用金庫
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　中小企業事業では、全国の支店で中小企業者の皆さまの海外展開を支援
するための海外展開セミナーを開催しています。外部機関や民間金融機関
とも連携して海外展開の取組みをご案内するとともに、海外情勢や投資環
境に関する講演を行っています。

　中小企業事業では、お取引先現地法人等の経営課題解決支援やネットワーク構築の場として、取引先現地法人を対象とした
交流会やビジネス商談会を開催しています。

海外における交流会等の開催

　令和2年1月、タイ・バンコクにおいてお取引先現地法人とタイローカル
企業の取引拡大を目的に、第13回日タイビジネス商談会を開催しました。
盤谷日本人商工会議所、タイ投資委員会（BOI）と共同で、日系金融機関76行、
地元大手金融機関等が協力して開催し、バイヤーとなる日系大企業現地法
人44社を含む376社（日系271社、タイ系105社）が参加するタイ最大規模
のビジネス商談会となりました。商談件数は1,900件以上で前年を上回り、
お取引先現地法人にとって、タイローカル企業や日系大企業との販路開拓
等に向けた商談の機会となりました。

　令和元年9月、中国・上海市において「地域金融機関3行・日本公庫合同
上海交流会」を開催しました。本交流会には、スタンドバイ・クレジット制度
の業務提携行である横浜銀行、山口銀行、名古屋銀行と、日本公庫それぞ
れのお取引先現地法人86社が参加しました。交流会では講師を迎えて「中
国における《人を軸とした経営》」をテーマに講演会を行うとともに、その後
は参加者が交流できる場を設け、活発な情報交換が行われるなど、有意義
な機会となりました。

◦第13回日タイビジネス商談会

◦宮崎支店　米中経済摩擦について学ぶセミナー

◦地域金融機関3行・日本公庫合同上海交流会

日本国内における海外展開セミナーの開催

日タイビジネス商談会による支援事例（印刷業A社［販路開拓支援］）
　A社は、主力取引先の要請によりタイに進出しましたが、当初、期待したほどの受注が得られず、タイ日系小売業者等の新規先
開拓をせざるを得ない状況でした。バンコク駐在員事務所では「日タイビジネス商談会」への参加を勧め、A社の意向を受けて小売・
卸売業者等との商談をアレンジしました。その結果、新たに印刷受注の獲得に成功し、またこれと同時期に進出当初に見込んでい
た取引先からの受注もスタートし、タイでの事業が軌道に乗りつつあります。

海外の中小企業支援機関との連携

　中小企業事業は、韓国信用保証基金、インドネシア信用保険公社、タイ信
用保証公社など17機関が加盟するACSIC（アジア中小企業信用補完制度実
施機関連合）に加盟しており、毎年開催される会議に参加し、信用補完制度
実施機関との相互交流を積極的に図っています。

◦ACSIC加盟機関との連携

第32回 ACSIC会議（スリランカ）

　宮崎支店は、ジェトロ宮崎、大阪中小企業投資育成、宮崎銀行、宮崎太
陽銀行と連携し、「米中経済摩擦の影響」をテーマとしたセミナーを開催しま
した。ジェトロ本部や日本公庫上海駐在員事務所の職員が講演し、47名の
参加者を得ました。
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事業再生に向けた取組み支援

　中小企業事業は、事業の再生や経営再建に取り組む中小企業者の皆さまを支援する特別貸付「企業再生貸付」に積極的に取
り組んでいます。

　全国の中小企業再生支援協議会が令和2年3月末までに再
生計画策定支援を完了した15,185先のうち、中小企業事業
は2割を超える3,301先の支援に関与しました（令和2年3月
末時点の累計実績）。

企業再生貸付の融資実績

公的再生支援機関との連携実績

中小企業者の皆さまの事業再生に向けた取組みを
資本性ローンなどを活用して積極的に支援しています。

公的再生支援機関・民間金融機関と連携して新規融資（資本性ローン（再生型））を実施

　中小企業事業は、中小企業再生支援協議会が再生計画の策定支援を行っていたA社に対して、資本性ローン（再生型）を適用し、
融資を実施しました。
　本件では、メイン行が抜本再生支援（DDS）・その他の取引行は貸付による条件変更口の正常化を行うタイミングで、それまで
未取引であった再生企業に対して、再生計画実施に必要な資金として資本性ローンによる新規融資を実施しました。資本性ロー
ンを実施したことで財務基盤強化や資金繰りの安定化につながり、同社の再生を支援しました。
　中小企業事業は、今後とも中小企業者の皆さまの事業再生を積極的に支援していきます。

「シンジケートローン特例」の概要
　中小企業事業は、平成30年４月より「シンジケートローン特例」の取扱いを開始し、令和元年度では90件、258億円の参加実績
となりました。引き続き、経営再建に取り組む中小企業者の皆さまを対象として、民間金融機関と連携し、「シンジケートローン特例」
を活用した支援に取り組みます。

企業再生貸付

年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
融資先数 1,385先 1,658先 2,260先

金額 1,346億円 1,519億円 2,033億円

資本性ローン（再生型）

年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
融資先数 526先 488先 461先

金額 361億円 332億円 330億円

中小企業再生支援協議会の
再生計画策定支援完了後案件数

（累計）

日本公庫中小企業事業が
支援に関与した案件数（累計）

令和元年度 うち融資による支援
15,185先 3,301先（21.7%） 302先

（注）令和2年3月末時点

中小企業再生支援協議会

A社
（一般貨物運送業者）

日本公庫その他行メイン行

貸付正常化ＤＤＳ
新規融資
「資本性ローン（再生型）」

【シンジケートローン特例の概要】

（注）シンジケートローンとは、借入人に対し、複数の貸付人（銀行等）が同一契約書に基づき共通の条件で行う貸付をいいます。

お
客
さ
ま

日本公庫

民間金融機関

民間金融機関アレンジャー

エージェント

パーティシパント

融資
（金利等条件を統一し、契約書は一本化）

※日本公庫はパーティシパントとしてのみ参加可能

事務代行

パーティシパントの招聘

各種事務手続きの窓口を一本化

組成依頼
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より早期段階での再生支援について
　中小企業事業では、従来の事業再生局面より早期の、事業に変調が現れている中小企業者の早期再生への積極支援に取り組
んでいます。この取組みにより、中小企業者への積極的な事業再生支援を実施するだけでなく、地域経済の活性化にもつなげ
ていきます。

スポンサー等と協働し第二会社方式による事業再生支援を実施
　中小企業再生支援協議会の関与下で事業再生に取り組んでいるB社（自動車部品製造業者）に対して、第二会社方式による実質
的な債権放棄を伴う事業再生支援に取り組みました。
　今回の取組みは、再生スキームの構築においてメイン行と日本公庫が連携し、財務スポンサー（再生ファンド）に出資を打診す
るとともに、事業スポンサー候補の選定等に積極的に関与することで、抜本的な再生計画の成立につなげました。

企業のライフステージに応じた支援方法
売上高
利益額

創業・起業 時間

成長支援

【新たな対象】
事業に変調が現れ始めている
段階で、再生に早期着手し、
迅速再生につなげる。

再生支援

早期着手

再生支援の実績

(a)
平成30年度実績

(b)
令和元年度実績

(b)÷(a)
前年同期比

貸出条件緩和先の正常化に向けた支援 349社 305社 87%

（１）貸付対応による正常化支援 119社 118社 99%

（２）金融支援手法活用による再生支援
DDS（注）等による抜本再生 93社 74社 80%

条件変更等による再生 137社 113社 82%

経営改善計画策定支援（顧客企業による主体的な策定の支援） 996社 983社 99%
（注）債権の一部を金融検査マニュアル上自己資本とみなせる資本的劣後ローンに転換し、債務超過解消を図る金融支援手法。

中小企業再生支援協議会

【支援スキームの概要】

メイン行ほか日本公庫

B社

債権放棄
事業譲渡

出資 経営人材

（特別清算）

新会社旧会社

事業会社 
（事業スポンサー）

再生ファンド
（財務スポンサー）
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・A支店のお客さま（売手候補先）のM&Aニーズに対して、本部が集約したM&Aニー
ズの中から、B支店のお客さまを買手候補先として選定。両支店と本部が連携して、
情報の取扱いに配慮しつつ、両社の引き合わせに向けた調整を行いました。
・両社の引き合わせにあたっては、各県所在の事業引継ぎ支援センターを紹介し、秘
密保持契約の締結等の手続きを同センターに依頼しました。

事業承継への取組み支援
後継者が不在である企業のＭ＆Ａなど、中小企業者の皆さまの
事業承継の円滑化を資金・情報の両面から支援しています。

　中小企業事業は、後継者が不在である企業のM&Aや、安
定的な経営権確保のための自己株式取得など、事業や企業
の承継・集約に取り組む中小企業者の皆さまを支援するた
め、特別貸付「事業承継・集約・活性化支援資金」による支援
を行っています。
　中小企業庁は、「事業承継・再編・統合による新陳代謝の
促進」を平成30年度以降の重要政策の一つとして位置付けて
います。当事業は、今後も本融資制度を活用し、事業や企業
の承継・集約に取り組む中小企業者の皆さまの支援に取り組
んでいきます。

　中小企業事業は、事業承継におけるお客さまの多様な課題に対し、①公庫版事業承継診断等を通じた意識喚起、②経営課
題や準備状況に合わせて参考となる取組事例や税制等を紹介する情報提供、③事業承継計画の策定支援やＭ＆Ａニーズに対す
る引き合わせ候補先の選定支援等を通じた課題解決支援に取り組んでいます。

事業承継・集約・活性化支援資金の融資実績

情報面の支援

事業承継・集約・活性化支援資金融資実績

0

100

200

300

600

700

800

500

400

（億円・先）

平成27年度 28年度 30年度

98

100
124

109

29年度

208

223
424

446

令和元年度

708

793
金額
先数

②引き合わせ希望確認

③引き合わせ希望伝達

日本公庫

本部

B県の事業引継ぎ支援センターA県の事業引継ぎ支援センター

候補先選定
ニーズ集約①相談

⑤紹介

⑥センターを通じて引き合わせ

④引き合わせ希望伝達
A支店 B支店

⑤紹介

お
客
さ
ま

（
売
手
候
補
先
）

（
買
手
候
補
先
）

お
客
さ
ま

「みらいへのバトン」「事業承継事例集」

　青森支店中小企業事業は、一般土木建築工事業を手掛け
る株式会社カネヒロに対し、青森銀行と協調し、同一県内に
所在するコンクリートスノコ製造業者（Ａ社）の株式取得資金
の融資を実施しました。
　Ａ社は、社長が高齢で後継者も不在であったため、事業継
続に課題を抱えていましたが、株式会社カネヒロは、事業の
安定継続と自社の事業へのシナジー効果を期待できるとし
て、株式取得に至ったものです。
　株式取得後も全従業員を引き続き雇用し事業を継続するこ
とで、地域経済の維持・発展への貢献が期待されます。

日本公庫
（中小企業事業）

青森銀行

Ａ社
（後継者不在）

株式会社カネヒロ

株式取得

協調融資
実行

協調融資
連携

M&Aニーズに対する引き合わせ候補先選定支援の例

事業承継・集約・活性化支援資金の支援事例
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不動産担保や保証人に依存しない融資

　中小企業事業では、機械装置や商品在庫、知的財産権等を担保の対象とするほか、無担保貸付にも弾力的に対応しています。
特に、無担保貸付は、融資額全体の過半を占めています。
　　（注）資本性ローン（無担保・無保証人の制度）での融資を含みます。

不動産担保に依存しない融資

不動産担保や保証人に依存しない融資に取り組み、
中小企業者の皆さまの幅広い資金ニーズに対応しています。

保証人に依存しない融資

保証人に依存しない融資実績

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

保証人に依存しない
融資実績

11,154件
（45.0％）

7,927億円
（47.4％）

22,329件
（95.2％）

14,939億円
（95.8％）

21,328件
（94.8％）

14,187億円
（95.5％）

18,969件
（94.4％）

11,636億円
（94.4％）

18,315件
（93.8％）

10,782億円
（94.0％）

（注）資本性ローン（無担保・無保証人の制度）での融資を含みます。

　中小企業事業では、従前から経営者保証に依存しない融資に積極的に取り組んでおりますが、平成26年2月に「経営者保証
に関するガイドライン」の適用が開始されたことを受け、保証人の取扱いについて、よりご利用しやすいように変更し、すべて
のご融資申込先に対して、ご案内した結果、保証人に依存しない融資実績が着実に増加しています。

0 20 40 60 80 100（％）

融資実績（直接貸付）に占める無担保貸付の割合（金額ベース）

平成20年度

28年度

29年度

30年度

令和元年度

27年度

無担保貸付 有担保貸付

（注）平成20年度は、無担保貸付を開始した平成20年8月18日以降の融資実績（直接貸付）に占める無担保貸付の割合です。

26.0% 74.0%

52.9% 47.1%

58.6% 41.4%

59.0% 41.0%

61.3% 38.7%

49.5% 50.5%

13.4% 86.6%平成25年度

0 20 40 60 80 100（％）

95.8% 4.2%

47.4%

39.0% 61.0%

52.6%

保証人に依存しない貸付の割合（金額ベース）

26年度

29年度

30年度

28年度

27年度

保証人に依存しない貸付 保証人付き貸付

95.5% 4.5%

94.4% 5.6%

令和元年度 94.0% 6.0%
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証券化支援

　中小企業金融の円滑化を図るという観点から、中小企業者の皆さま向け貸付債権等の証券化が行われています。
　中小企業事業は、証券化の手法を活用することで、民間金融機関等による中小企業者の皆さまへの無担保資金の円滑な供
給及び中小企業者の皆さまの資金調達手段の多様化を支援しています。また、信用リスク、審査、証券化事務等を適切に負
担することで、民間金融機関等が利用しやすい証券化手法を提供しています。
　証券化支援業務では、買取型、保証型等の手法を活用し、平成16年7月の業務開始から令和2年3月末までの累計で延べ
265の金融機関と連携して、延べ13,553先の中小企業者の皆さまに対する3,516億円の無担保資金の供給を支援しました。

証券化手法を活用し、民間金融機関等による無担保資金の円滑な供給を支援

証券化手法を活用し、中小企業者の皆さまへの
無担保資金の円滑な供給・資金調達手段の多様化を支援しています。

資金供給の状況（平成16年7月〜令和2年3月末までの累計）

買取型
（キャッシュ型）

買取型
（シンセティック型） 保証型 合計

組成件数 10件 9件 6件 25件

先　数 2,317先 8,928先 2,308先 13,553先

金　額 537億円 2,035億円 943億円 3,516億円

参加金融機関 89機関 169機関 ７機関 265機関

都市銀行 １機関 − ２機関 ３機関

地銀・第二地銀 36機関 53機関 − 89機関

信用金庫 46機関 108機関 １機関 155機関

信用組合 6機関 8機関 − 14機関

その他 − − ４機関 ４機関

（注）貸付債権元本総額を表示。保証実績は660億円（貸付債権元本総額943億円の７割保証）。

（注）

買取型の取組事例
30の地域金融機関との連携により、CLOを組成
　 証券化支援買取業務において、令和2年3月に「地域金融機関CLOシンセティック型（合同会社クローバー2020）」を組成しました。
中小企業事業は、30の地域金融機関とCDS契約（注）を締結するとともに、特別目的会社（合同会社クローバー2020）が発行した社
債321億円のうち58億円を取得し、60億円に保証を付しました。本CLOによって、35都道府県の1,793先に対して332億円の無
担保資金が供給されました。

Ａ号社債
203億円(格付AAA)

Ｂ号社債
58億円(格付A＋)

Ｃ号社債(日本公庫の保証付き)
60億円(格付AA＋)

中小企業事業が案件組成全体をコーディネート

投資家

投資家

日本公庫中小企業者
の皆さま 日本公庫参加

金融機関
特別目的
会社無担保

貸付
CDS契約 CDS契約

〈令和元年度案件の参加金融機関〉
山形銀行、七十七銀行、清水銀行、但馬銀行、北日本銀行、福島銀行、栃木銀行、長野銀行、静岡中央銀行、みなと銀行、北海道信用金庫、
苫小牧信用金庫、旭川信用金庫、帯広信用金庫、福島信用金庫、朝日信用金庫、西京信用金庫、城南信用金庫、多摩信用金庫、富山信用
金庫、北陸信用金庫、鶴来信用金庫、高山信用金庫、大阪信用金庫、姫路信用金庫、鳥取信用金庫、徳島信用金庫、観音寺信用金庫、熊
本信用金庫、新潟縣信用組合
（注）CDS契約：クレジット・デフォルト・スワップ契約。一種の損失補償契約。
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